
 

62 
 

Ⅵ 各種申請・ 届出添付書類 



（ 様式⑬）  
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開設し よ う と する 診療所の概要  
名    称  

所 在 地  電  話 （     ）    － 

所管保健所名                                

診療科目  

病 床 数 床 

管 理 者 
氏  名                      

医  籍     第                号（              年   月   日登録）  

職    員 

職      種 
現      員 

職      種 
現      員 

常  勤 非常勤 常  勤 非常勤 

 
医          師 

歯  科  医  師 

看    護    師 

准  看  護  師 

歯 科 衛 生 士 

看 護 補 助 者 

薬    剤    師 

栄    養    士 

診療放射線技師 

診 療 Ｘ 線 技 師        

 
人 

 
人 

 
臨 床 検 査 技 師        

衛 生 検 査 技 師        

歯 科 技 工 士 

理 学 療 法 士 

作 業 療 法 士 

   ・  

   ・  

事  務  員 

 
人 

 
人 

合      計   

診 療 日 月曜日～土曜日 

診療時間 
月～金  ○時から ○時ま で ○時から ○時ま で 

  土    ○時から ○時ま で 

非 常 勤 

医 師 の 

勤務状況 

○○○○（ 内科、 小児科）  月       ○時から ○時ま で 

□□□□（ 宿直）          火、 木   ○時から ○時ま で 

 
注 １ ． 現員欄は、 常勤と 非常勤、 職種別に分けて記入する こ と 。  

２ ． 次の書類を 添付する こ と 。  
( 1)  周辺の概略図 
( 2)  診療所の敷地図（ ビルの一室で開設する 場合はフ ロ アの平面図）  
( 3)  診療所の平面図 

３ ． 療養病床を 有し ない診療所は、 こ の様式によ る 。  
４ ． 土地、 建物を賃貸借する 場合は下記の書類 

( 1)  賃貸借契約書（ 写し ）  
( 2)  覚書…従来個人で契約している不動産を、法人が引き続き賃借する場合 
( 3)  不動産登記の登記事項証明書 
( 4)  不動産を法人関係者から 賃借する 場合は賃借料の算出根拠資料を 添付 

５ ． 診療時間に昼休憩が含ま れる 場合は午前と 午後の診療時間を分けて記載する こ と 。  
 



（ 様式⑭）  
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開設し よ う と する 附帯事業所の概要  
名    称  

所 在 地  電  話 （     ）    － 

所管部署名                                

入所者数 名 

管 理 者 
氏  名                      

免許番号     第                号（              年   月   日登録）  

職    員 

職      種 
現      員 

職      種 
現      員 

常  勤 非常勤 常  勤 非常勤 

 
看    護    師 

介護支援専門員 

介 護 福 祉 士 

介 護 職 員 

   ・  

   ・  

 
人 

 
人 

 
   ・  

   ・  

事  務  員 

 
人 

 
人 

合      計   

営 業 日 月曜日～土曜日 

営業時間 
月～金  ○時から ○時ま で ○時から ○時ま で 

  土    ○時から ○時ま で 

 
 
注 １ ． 現員欄は、 常勤と 非常勤、 職種別に分けて記入する こ と 。  

２ ． 次の書類を 添付する こ と 。  
( 1)  周辺の概略図 
( 2)  事業所の敷地図（ ビルの一室で開設する 場合はフ ロ アの平面図）  
( 3)  事業所の平面図 

３ ． 土地、 建物を賃貸借する 場合は下記の書類 
( 1)  賃貸借契約書（ 写し ）  
( 2)  覚書…従来個人で契約している不動産を、法人が引き続き賃借する場合 
( 3)  不動産登記の登記事項証明書 
( 4)  不動産を法人関係者から 賃借する 場合は賃借料の算出根拠資料を 添付 

４ ． 診療時間に昼休憩が含ま れる 場合は午前と 午後の診療時間を分けて記載する こ と 。  
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覚 書       

 

 

○○（ 以下「 甲」 と いう 。 ） と 、 ○○（ 以下「 乙」 と いう 。 ） は、 甲乙間で締結し た○

年○月○日付け定期建物賃貸借契約書（ 以下契約書と いう ） に関し 下記のと おり 取り 決め

た。  

 

 

記 

 

 

 契約書において、 第○条記載のと おり 、 賃貸借の期間が○年間と なっており 、 協議が整

った場合に限り 更新する こ と ができ る と なっている が、 乙に営業が継続し がたい事由が発

生し ない限り 、 甲乙と も 本契約を継続する こ と と し 、 こ れによ り 賃貸借契約期間について

は長期間と なる こ と をお互いに確認する 。  

 

 

 本覚書の成立を 証する ため本書２ 通を作成し 、 当事者各１ 通を 所持する 。  

 

 

  年  月  日 

 

甲    

 

 

 

 

乙    
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令和 年 月 日  

 

神奈川県知事 ○○ ○○ 殿 

 

誓   約   書 

 

医療法人○○は、 同法人が開設し よ う と し ている ○○診療所に関し 、 ○○と

○○で締結し た○年○月○日付け建物賃貸借契約書における 契約期間が満了し

た後も 、 再契約を 締結し 診療を 継続でき る よ う に努め、 万が一立ち退かざる を

得ない場合であっ ても 、 近隣で医療法人と し て診療所を 経営し 、 適正な診療を

継続する こ と を、 こ こ に誓約いたし ま す。  

 

 

 

 所在地 ○○○○○○○○ 

 名 称 医療法人○○ 

    理事長 ○○ ○○   



（ 様式⑰）  
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  年   月   日 

 

医療法人○○会 

理事長  ○○ ○○  殿 

 

 

 

                                             氏  名                           印 

 

 

 

管理者就 任承諾書 

 

   年   月   日開催の医療法人○○会の社員総会において、 医療法人○○会が開設し

よ う と する △△△診療所の管理者に選任さ れ、 その就任を承諾し ま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１ . 医師（ 歯科医師） 免許証の写し を添付する こ と 。  

２ .写し を添付する 場合には理事長の原本証明をする こ と 。  

３ .実印を押印する こ と 。  



（ 様式⑱）  
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   年   月   日 

 

医療法人○○ 

理事長  ○○ ○○  殿 

 

                         

                        

                                              住所 

 

                                              氏名                          印 

 

 

 

役員就任 承諾書 

 

私は 年 月 日開催の社員総会において理事に選任さ れ、 医療法人○○会の役員に就

任する こ と を承諾し ま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１ ． 写し を添付する 場合には理事長の原本証明をする こ と 。  

２ ． 理事長就任の場合には、「 役員」 の文字を「 理事長」 に変更し てく ださ い。  

３ ． 監事就任の場合には、「 理事」 の文字を「 監事」 に変更し てく ださ い。  

４ ． 実印を押印する こ と 。  



（ 様式⑲）  
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履    歴    書 

 

現 住 所 

ふ り が な

氏       名 

生年月日 

 

学    歴（ 概ね高校以上）  

  医師（ 歯科医師） については医師（ 歯科医師） 免許証番号、 登録年月日を記載する こ と 。  

その他の有資格者についても 、 免許証番号、 登録年月日を記載する こ と 。  

 

職    歴 

（ でき る だけ詳細に記入し 、 開設・ 経営上利害関係のある 営利法人等の役職員を兼務する 場合

は、 その法人名及び役職についても 記入する こ と 。）  

 

賞    罰（ ない場合はなし と 記入する こ と 。）  

 

 

    以上のと おり 相違なく 、 医療法人の役員と し ての欠格事由には該当し ま せん。  

 

 

    年  月  日 

 

                                           氏    名                           印 

 

注１ ． 就任する 役員全員が作成する こ と 。  

２ ． 他の医療法人及び営利法人の役員の職についている 場合は必ず職歴欄に記載する こ と 。  

３ ． 印鑑登録証明書を 添付し 、 履歴書に実印を押印する こ と 。  

４ ． 現住所は印鑑登録証明書と 同じ 表記にする こ と 。  

５ ． 開設・ 経営上利害関係にある 営利法人の役員等の役職員を兼務する 場合は、 兼務する 営

利法人等の規模が確認でき る 書類（ 役員名簿等） を添付する こ と 。  

６ ． 学歴、 職歴に空白期間がある 場合は、「 令和○年○月～令和○年○月 就学（ 就業） 準

備期間」 のよ う に記載する こ と 。  

 ７ ． 写し を添付する 場合には理事長の原本証明をする こ と 。  



（ 様式⑳）  
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変 更後２ （ ３ ） 年間の 事 業計画  

 

初年度（    年   月   日 ～    年   月   日）  

 

 

 

 

 

 

 

次年度（    年   月   日 ～    年   月   日）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ． 当該年度に行おう と する 事業計画、 建物増改築計画、 物品購入計画、 病床計画、 資金及

び債務の弁済計画、 職員採用計画、 収支見込等該当する も のを箇条書き にする こ と 。  

  ２ ． こ の事業計画は、 予算の内容に関連する ので、 予算書と 一致さ せる こ と 。  

  ３ ． 初年度の変更後の実期間が６ 箇月未満の場合には、 次々年度分の事業計画を加え、 表題

を「 設立後３ 年間の事業計画」 に修正する こ と 。 予算書についても 同様に作成する こ

と 。  

４ ． 事業計画は年度ごと 、 かつ１ 年を単位と し て作成する こ と 。  



（ 様式㉑）  
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変 更後２ （ ３ ） 年間の 予 算書  

 
 

（ 収入予算額総括表）                                          

（ 単位： 千円）  

科          目 
初年度 

（ 変更前）  

初年度 

（ 変更後）  

 

次年度 

 

次々年度 

 医  業  収  入      

  入  院  収  入     

  外  来  収  入     

文  書  料     

  そ    の    他     

 医 業 外 収 入     

 借    入    金     

 拠  出  金  等     

 前 年 度 繰 越 金            

計     

 

 

（ 支出予算額総括表）                                                

（ 単位： 千円）  

科          目 
初年度 

（ 変更前）  

初年度 

（ 変更後）  

 

次年度 

 

次々年度 

 医  業  費  用      

 医 業 外 費 用     

 施 設 整 備 費     

  施 設 整 備 費     

  医療機器購入費     

 借入金（ 元金） 返済     

 法  人  税  等     

 翌 年 度 繰 越 金            

計     

  



（ 様式㉑）  
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予算明細書 
 

初（ 次） 年度 

 １ 日平均 １ 箇月平均 １     年（ ※）  

入 院 患 者 数 人 人 人 

外 来 患 者 数 人 人 人 

注１ ． 入院患者数（ １ 年） ＝入院患者数（ １ 日平均） ×365（ 366） 日と する 。  

  ２ ． 外来患者数（ １ 年） ＝外来患者数（ １ 箇月平均） ×12 と する 。  

  ３ ． 初年度が１ 年に満たない場合は、 実月数で計算し 、（ ※） は表記月は当該実人数と する 。  

 

（ 収入）  

科          目 金額（ 千円）  内      容      説      明 

医  業  収  入   

  入  院  収  入   

    自  費  収  入  平均         円×年間       人 

    社会保険等収入  平均         円×年間       人 

    室 料 差 額 収 入         平均         円×年間       人 

  外  来  収  入    

    自  費  収  入  平均         円×年間       人 

    社会保険等収入  平均         円×年間       人 

  文    書    料  診断書発行   円×年間       件等 

  そ    の    他  集団検診料等 

医 業 外 収 入   

  受  取  利  息  預託金の利息 
  そ    の    他  従業員などの給食収入等 

借    入    金  銀行などから の借入金 

拠  出  金 等   

前 年 度 繰 越 金          

計   

（ 作成上の注意）  
１ ． 不要な科目は削除し ても 差し 支えないこ と 。 ま た、「 その他」 のう ち金額の多いも のにつ 

いては、 当該収入を示す名称を付し た科目をも っ て計上し ても 差し 支えないこ と 。  
２ ． 内容説明欄において、 入院・ 外来それぞれの自費患者数と 社保患者数の合計が、「 入院･外 

来患者数表」 の１ 年間の患者数と 一致する こ と 。  
３ ． 自賠法、 労災法等によ る 診療報酬は、 自費収入に入れる こ と 。  
４ ． 初年度、 次年度の２ 年分作成する こ と 。 ま た、 初年度が６ 箇月未満の場合は次々年度も 作

成する こ と 。  
５ ． 開設する 医療施設ごと に収入内訳書を作成する こ と 。 ただし 、 新たに開設・ 移転する 施設 

以外は作成を省略し て差し 支えないこ と 。 省略し た場合、 予算書（ 収入） 一覧表（ 74-2 ペ 
ージ） を作成する こ と 。  
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（ 支出）  

科          目 金額（ 千円）  内      容      説      明 

医  業  費  用   
  給    与    費   
    職  員  給  与  給与費内訳書の職員給与のと おり  
    退職給与引当金   
    法 定 福 利 費   
  役 員 報 酬  給与費内訳書の役員報酬のと おり  
  材    料    費   
    医  薬  品  費   
    給 食 用 材 料 費          
    診 療 材 料 費   

    医療消耗備品費   
  経          費   
    福 利 厚 生 費  福利施設負担額など法定外福利費 
    旅 費 交 通 費  業務のための出張旅費 
    職 員 被 服 費  従業員に支給又は貸与する 白衣等 

    通    信    費  電話料、 郵便料金等 

    消  耗  品  費  事務用品費等 

    会    議    費  諸会議費等 

    光  熱  水  費  電気料、 ガス 料、 水道料等 

    修    繕    費  有形固定資産の修繕料 
    賃    借    料  土地、 建物等の賃借料（ 月○○○円×○箇月）  

    保    険    料  火災保険料等 

    交    際    費  接待費及び慶弔など交際に要する 費用 

    租  税  公  課  固定資産税等 

    そ    の    他   

  委    託    費  検査､給食､寝具､医事､清掃､保守等の委託費 
  そ  の  他  研究研修費、 本部費等 

医 業 外 費 用   
  支  払  利  息   
  そ    の    他   
施 設 整 備 費   
  施 設 整 備 費   
  医療機器購入費   
  そ    の    他   
借 入 元 金 返 済          
法  人  税  等   

翌 年 度 繰 越 金          

計 
  

 

（ 作成上の注意）  
１ ． 初年度、 次年度の２ 年分作成する こ と 。 ま た、 初年度が６ 箇月未満の場合は次々年度も 作

成する こ と 。  
２ ． 開設する 医療施設ごと に支出内訳書を作成する こ と 。 ただし 、 新たに開設・ 移転する 施設 

以外は作成を省略し て差し 支えないこ と 。 省略し た場合、 予算書（ 支出） 一覧表（ 74-3 ペ 
ージ） を作成する こ と 。  
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給与費内訳書 
 
 職 員 給 与                             （ 単位： 千円）  

職    種 

 常  勤 （ 名）  １ 人当り  

 

月額給与 

月  額 

 

給与計 

年  間 

給与計 
年間賞与 年間計  非常勤 （ 名）  

   計   （ 名）  

医    師 

 

（ 歯科医師）  

      

      

 計      

看 護 師 

      

      

 計      

准看護師 

      

      

 計      

薬 剤 師 

臨 床 検 査 技 師        

診療放射線技師 

等 

      

      

 計      

事 務 員 

      

      

 計      

そ の 他 

      

      

 計      

合    計 

      

      

 計      

 

役 員 報 酬 

役 職 名 氏    名 
常勤･非常勤 

の別 
年 間 報 酬 額 

理事長 ○○ ○○  円 

理  事 ○○ ○○  円 

：  ○○ ○○  円 

監  事 ○○ ○○  円 

合   計   円 

（ 作成上の注意）  
１ ． 施設の職員と し て勤務する 者で、 管理者（ 理事長） など役員報酬のみの支払者について 

職員数欄に人数のみを計上し 、 職員給与の表と 役員報酬の表の間に「 ※常勤医師１ 名に 
ついては、 役員報酬から 支払い。」 など と コ メ ント を記載する こ と 。  

２ ． 当該施設から の報酬額が０ 円の役員についても 記載する こ と 。  
３ ． 開設する 医療施設ごと に給与費内訳書を作成する こ と 。  



(初年度/次年度/次々年度） （ 令和○年○月○日～令和○年○月○日）

○○病院 ○○診療所 ○○診療所 ○○診療所

※30日／月で計算 12箇月分 12箇月分 12箇月分 6箇月分

自費収入 １ 日平均(人)

自費収入 平均単価(円)

年間収入(千円) 0 0 0 0

社保等収入 １ 日平均(人) 

社保等収入 平均単価(円)

年間収入(千円) 0 0 0 0

室料差額 １ 日平均(人) 

室料差額 平均単価(円)

年間収入(千円) 0 0 0 0

１ 箇月あたり 平均診療日数

自費収入 １ 日平均(人)

自費収入 平均単価(円)

年間収入(千円) 0 0 0 0

社保等収入 １ 日平均(人) 

社保等収入 平均単価(円)

年間収入(千円) 0 0 0 0

(単位： 千円）

科          目 合計 ○○病院 ○○診療所 ○○診療所 ○○診療所

医  業  収  入 0 0 0 0 0

  入  院  収  入 0 0 0 0 0

    自  費  収  入 0 0 0 0 0

    社会保険等収入 0 0 0 0 0

    室料差額収入 0 0 0 0 0

  外  来  収  入 0 0 0 0 0

    自  費  収  入 0 0 0 0 0

    社会保険等収入 0 0 0 0 0

  文    書    料 0

  そ    の    他 0

医 業 外 収 入 0 0 0 0 0

  受  取  利  息 0

  そ    の    他 0

借    入    金 0

拠  出  金　 等 0

前年度繰越金 0

計 0 0 0 0 0

 

予算書（ 収入） 一覧表

（ 作成上の注意）
１ ． 予算明細書を 作成する 「 新たに開設・ 移転する 施設」 も 含めて記載する こ と 。
２ ． 不要な科目は削除し ても 差し 支えないこ と 。 ま た、 「 その他」 のう ち金額の多いも のについては、 当該収入を 示す名称を付し た科目
    を も って計上し ても 差し 支えないこ と 。
３ ． 自賠法、 労災法等によ る 診療報酬は、 自費収入に入れる こ と 。
４ ． 初年度、 次年度の２ 年分作成する こ と 。 ま た、 初年度が６ 箇月未満の場合は次々年度も 作成する こ と 。

入院患者

外来患者数
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(初年度/次年度/次々年度） （ 令和○年○月○日～令和○年○月○日） (単位： 千円）

科          目 合計 ○○病院 ○○診療所 ○○診療所 ○○診療所

医  業  費  用 0 0 0 0 0

  給    与    費 0 0 0 0 0

    職  員  給  与 0

    退職給与引当金 0

    法 定 福 利 費 0

　 　 役　 員　 報　 酬 0

  材    料    費 0 0 0 0 0

    医  薬  品  費 0

    診 療 材 料 費 0

    医療消耗備品費 0

  経          費 0 0 0 0 0

    福 利 厚 生 費 0

    旅 費 交 通 費 0

    職 員 被 服 費 0

    通    信    費 0

    消  耗  品  費 0

    会    議    費 0

    光  熱  水  費 0

    修    繕    費 0

    賃    借    料 0

    保    険    料 0

    交    際    費 0

    租  税  公  課 0

    そ    の    他 0

  委    託    費 0

  そ　 　 の　 　 他 0

医 業 外 費 用 0 0 0 0 0

  支  払  利  息 0

  そ    の    他 0

施 設 整 備 費 0 0 0 0 0

  施 設 整 備 費 0

  医療機器購入費 0

　 そ    の    他 0

借入元金返済 0

法 人 税 等 0

翌年度繰越金 0

計 0 0 0 0 0

予算書（ 支出） 一覧表

（ 作成上の注意）
１ ． 予算明細書を 作成する 「 新たに開設・ 移転する 施設」 も 含めて記載する こ と 。
２ ． 初年度、 次年度の２ 年分作成する こ と 。 ま た、 初年度が６ 箇月未満の場合は次々年度も 作成する こ と 。
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（ 様式㉒）  

 

75 

医療法人○○○会の概要 

設立認可年月日  年 月 日 設立登記年月日  年 月 日 

法 人 の 種 類 ① □ 財団  □ 社団（  □ 出資持分なし  □ 出資持分あり  ）  

② □ 社会医療法人   □ 特定医療法人 □ 出資額限度法人 

  □ その他 
（ 注） ①②それぞれ該当する 欄の□を 塗り つぶすこ と 。  

事務所の所在地       

理 事 及 び 監 事 役   職 氏    名 
理事長と

の 続 柄 
備     考 

 理 事 長    

 理   事    

 理   事    

 理   事    

（ 追  加）  理   事    

 監   事    

 計 名   

開 設 し て い る

医 療 施 設 等 

医 療 機 関 名 ○○病院 

所  在  地 ○○県○○市○○町○○番地 

開 設 年 月 日   年  月  日 病床数 ●●病床 ○○○床 

管 理 者 名  

診 療 科 目  

（ 新  規）  医 療 機 関 名 ○○診療所 

所  在  地 ○○県○○市○○町○○番地 

開設予定 

年月日 
  年  月  日 病床数 ●●病床 ○○○床 

管 理 者 名  

診 療 科 目  

開 設 し て い る  

附帯業務事業所 

事 業 所 名 ○○訪問看護ス テーショ ン 

所  在  地 ○○県○○市○○町○○番地 

開 設 年 月 日     年  月  日 

管 理 者 名  

（ 廃  止）  事 業 所 名 ○○居宅介護支援事業所 

所  在  地 ○○県○○市○○町○○番地 

開 設 年 月 日     年  月  日 

管 理 者 名  

（ 注） １  開設し ている 全ての医療施設・ 附帯業務事業所について記載し てく ださ い。 こ のと き 、 新たに開

設する 施設については「（ 新規）」 と 、 廃止する 施設については「（ 廃止）」 と 記載し てく ださ い。  

２  定款（ 寄附行為） 変更によ り 変更と なる 事項については、 認可前、 認可後の状況を 二段書き し て

く ださ い。  



（ 様式㉓）  
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定款等変更の際の記載例 

 

理 事長の 原本証明  

 

 

  次の書類の写し は、 原本と 相違ないこ と を証明する 。  

 

１  社員総会議事録 

 

２  理事会議事録 

 

３   医師（歯科医師）免許証 

 

４  現行定款 

 

５   不動産賃貸借契約書 

 

６   その他 

 

 

 

 

   年    月    日 

 

 

 

                                                 医療法人○○会 

                                                 理事長  ○○ ○○       

 

注１ ．  その他写し を提出し 、 原本証明が必要なも のは適宜加えてく ださ い。  

注２ ．  医師（ 歯科医師） 免許証の原本証明をする 場合、 理事長の押印が必要です。  

注３ ．  申請書の日付と 同日付で作成し てく ださ い。  



（ 様式㉔）  
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各種届出の際の記載例 

 

理 事長の 原本証明  

 

 

  次の書類の写し は、 原本と 相違ないこ と を証明する 。  

 

１  社員総会議事録 

 

２  理事会議事録 

 

３   その他 

 

 

 

 

 

    年    月    日 

 

 

 

                                                 医療法人○○会 

                                                 理事長  ○○ ○○       

 

 

 

注１ ．  その他写し を提出し 、 原本証明が必要なも のは適宜加えてく ださ い。  

注２ ．  医師（ 歯科医師） 免許証の原本証明をする 場合、 理事長の押印が必要です。  

注３ ．  届出の日付と 同日付で作成し てく ださ い。  
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Ⅶ 新旧条文対照表例、 定款例 



（ 様式㉕）  

（ 平成 28 年度医療法改正対応済みの医療法人の新旧条文対照表記載例）  
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新旧条文対照表  

新 旧 

(○○○) 

第○条 ・ ・ ・ △△△・ ・ ・ ・ ・ ・  

 

２   （ 略）  

(○○○) 

第○条 ・ ・ ・ ×××・ ・ ・ ・ ・ ・  

 

２   （ 略）  

 
 
 

注： 変更後に関係する 条文は全文書く こ と 。 ただし 、 その条文のう ち変更のない項はその旨を 記載のう

え省略し てよ い。 ま た、 変更箇所（ ス ペース の加除も 含む） には下線を 引く こ と 。  

 



（ 様式㉖）  

（ 平成 28 年医療法改正によ る 定款例）  
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社団医療法人の定款例 備 考 

 

医療法人○○会定款 

 

第１ 章  名称及び事務所 

 

（ 名称）  

第１ 条  本社団は、 医療法人○○会と 称する 。  

 

（ 事務所）  

第２ 条  本社団は事務所を 神奈川県○○市○○町○番地に置く 。  

 

第２ 章  目的及び事業 

 

（ 目的）  

第３ 条  本社団は、 診療所を 経営し 、 科学的でかつ適正な医療を 普及する こ

と を 目的と する 。  

 

（ 事業）  

第４ 条  本社団の開設する 診療所の名称及び開設場所は、 次のと おり と す

る 。  

○○診療所  神奈川県○○市○○町○番地 

 

第４ 条の２  本社団は、 前条に掲げる 診療所を 経営する ほか、 次の業務を 行

う 。  

 ○○法に基づく ○○業務 

 ○○事業所 神奈川県○○市○○町○番地 

 

第３ 章  基  金 

 

（ 募集）  

第５ 条  本社団は、 その財政的基盤の維持を 図る ため、 基金を 引き 受ける 者

の募集を する こ と ができ る 。  

 

（ 返還義務）  

第６ 条  本社団は、 基金の拠出者に対し て、 本社団と 基金の拠出者と の間の

合意の定める と こ ろに従い返還義務（ 金銭以外の財産については、 拠出時

の当該財産の価額に相当する 金銭の返還義務） を 負う 。  

 

（ 返還手続き ）  

第７ 条  基金の返還は、 定時社員総会の決議によ っ て行わなければなら な

い。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 複数の事務所を 有する 場

合は、 すべてこ れを 記載
し 、 かつ、 主たる 事務所

を 定めてく ださ い。  

・ ビ ルの一室を事務所と す
る 場合は、 階数階数（ フ

ロ アの一部を 使用する 場

合は部屋番号、 区画名
等） ま で定めてく ださ い

（ ビ ル名も 定める こ と が

望ま し い。 ） 。  
 

・ 複数の診療所を 開設する

場合は、 すべてこ れを 記
載し てく ださ い。 ま た、

開設する 診療所が１ 箇所

の場合は第２ 条の事務所
と 所在地は原則と し て同

じ にし てく ださ い。  

・ ビ ルの一室を診療所と す
る 場合は、 階数（ フ ロ ア

の一部を使用する 場合は

部屋番号、 区画名等） ま
で定めてく ださ い。 （ ビ

ル名も 定める こ と が望ま

し い。 ）  
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社団医療法人の定款例 備 考 

２   本社団は、 あ る 会計年度に係る 貸借対照表上の純資産額が次に掲げる 金

額の合計額を 超える 場合においては、 当該会計年度の次の会計年度の決算

の決定に関する 定時社員総会の日の前日ま での間に限り 、 当該超過額を 返

還の総額の限度と し て基金の返還を する こ と ができ る 。  

( 1)   基金（ 代替基金を 含む。）  

( 2)  資産につき 時価を 基準と し て評価を 行っ たこ と によ り 増加し た貸借

対照表上の純資産額 

３   前項の規定に違反し て本社団が基金の返還を 行っ た場合には、 当該返還

を 受けた者及び当該返還に関する 職務を 行っ た業務執行者は、 本社団に対

し 、 連帯し て、 返還さ れた額を 弁済する 責任を 負う 。  

４   前項の規定にかかわら ず、 業務執行者は、 その職務を 行う について注意

を 怠ら なかっ たこ と を 証明し たと き は、 同項の責任を 負わない。  

５   第３ 項の業務執行者の責任は、 免除する こ と ができ ない。 ただし 、 第２

項の超過額を 限度と し て当該責任を 免除する こ と について総社員の同意が

ある 場合は、 こ の限り でない。  

６   第２ 項の規定に違反し て基金の返還がさ れた場合においては、 本社団の

債権者は、 当該返還を 受けた者に対し 、 当該返還の額を 本社団に対し て返

還する こ と を 請求する こ と ができ る 。  

 

（ 返還に係る 債権）  

第８ 条  基金の返還に係る 債権には、 利息を 付する こ と ができ ない。  

 

（ 代替基金）  

第９ 条  基金の返還を する 場合には、 返還を する 基金に相当する 金額を 代替

基金と し て計上し なければなら ない。  

２   前項の代替基金は、 取り 崩すこ と ができ ない。  

 

第４ 章  資産及び会計 

 

（ 資産の構成）  

第 10 条  本社団の資産は次のと おり と する 。  

( 1)   設立当時の財産 

( 2)   設立後寄附さ れた金品 

( 3)   事業に伴う 収入 

( 4)   その他の収入 

２   本社団の設立当時の財産目録は、 主たる 事務所において備え置く も のと

する 。  

 

（ 資産の管理）  

第 11 条  本社団の資産は、 社員総会又は理事会で定めた方法によ っ て、 理

事長が管理する 。  

 

第 12 条  資産のう ち現金は、 医業経営の実施のため確実な銀行又は信託会

社に預け入れ若し く は信託し 、 又は国公債若し く は確実な有価証券に換え

保管する 。  

 

 

 
 

 

・ 取り 崩すこ と ができ ない
科目を すべて掲げてく だ

さ い。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・ 土地・ 建物等を 拠出（ 寄

附） さ れる 場合は、 こ れ

を 基本財産と する こ と が
望ま れま す。 こ の場合、

定款に基本財産の条項を

挿入する 必要があり ま
す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（ 様式㉖）  

（ 平成 28 年医療法改正によ る 定款例）  
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社団医療法人の定款例 備 考 

 

（ 予算の議決）  

第 13 条  本社団の収支予算は、 毎会計年度開始前に理事会及び社員総会の

議決を 経て定める 。  

 

（ 会計年度）  

第 14 条  本社団の会計年度は、 毎年４ 月１ 日に始ま り 翌年３ 月 31 日に終わ

る 。  

 

（ 決算の承認）  

第 15 条 本社団の決算については、 事業報告書、 財産目録、 貸借対照表及び

損益計算書（ 以下「 事業報告書等」 と いう 。） を 作成し 、 監事の監査、 理

事会の承認及び社員総会の承認を 受けなければなら ない。  

２   本社団は、 事業報告書等、 監事の監査報告書及び本社団の定款を 事務所

に備えて置き 、 社員又は債権者から 請求があっ た場合には、 正当な理由が

ある 場合を 除いて、 こ れを 閲覧に供し なければなら ない。  

３   本社団は、 毎会計年度終了後３ 月以内に、 事業報告書等及び監事の監査

報告書を 神奈川県知事に届け出なければなら ない。  

 

（ 剰余金の処分）  

第 16 条  決算の結果、 剰余金を 生じ たと し ても 、 配当し てはなら ない。  

 

第５ 章  社  員 

 

（ 社員資格の取得）  

第 17 条  本社団の社員になろう と する 者は、 社員総会の承認を 得なければ

なら ない。  

２   本社団は、 社員名簿を 備え置き 、 社員の変更がある ご と に必要な変更を

加えなければなら ない。  

 

（ 社員資格の喪失）  

第 18 条  社員は、 次に掲げる 事由によ り その資格を 失う 。  

( 1)   除  名 

( 2)   死  亡 

( 3)   退  社 

２   社員であっ て、 社員たる 義務を 履行せず本社団の定款に違反し 又は品位

を 傷つける 行為のあっ た者は、 社員総会の議決を 経て除名する こ と ができ

る 。  

 

（ 退社）  

第 19 条  やむを 得ない理由のある と き は、 社員はその旨を 理事長に届け出

て、 ( 理事長に届け出て、 社員総会の承認を 得て  )退社する こ と ができ

る 。  

 

第６ 章  社員総会 

 

 

 

 

 

・ 任意に１ 年間を 定めても

差し 支えあり ま せん。

（ 法第 53 条参照）  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
・ 下線部、 又は○○市長、

以下同じ 。  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
・ 退社について社員総会の

承認の議決を 要する こ と

と し ても 差し 支えあり ま
せん。  

・（  ） 内の下線部は、 そ

の直前の文言に代えて選
択でき る 内容です。 以下

同じ 。  
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社団医療法人の定款例 備 考 

 

（ 会議の開催）  

第 20 条  理事長は、 定時社員総会を 、 毎年２ 回、 ○月及び○月に開催す

る 。  

２   理事長は、 必要がある と 認める と き は、 いつでも 臨時社員総会を 招集す

る こ と ができ る 。  

３   理事長は、 総社員の５ 分の１ 以上の社員から 社員総会の目的である 事項

を 示し て臨時社員総会の招集を 請求さ れた場合には、 その請求があっ た日

から 20 日以内に、 こ れを 招集し なければなら ない。  

４   社員総会の招集は、 期日の少なく と も ５ 日前ま でに、 その社員総会の目

的である 事項、 日時及び場所を 記載し 、 理事長がこ れに記名し た書面で社

員に通知し なければなら ない。  

 

（ 議長の選任）  

第 21 条  社員総会の議長は、 社員の中から 社員総会において選任する 。  

 

（ 議決事項）  

第 22 条  次の事項は、 社員総会の議決を 経なければなら ない。  

( 1)   定款の変更 

( 2)   毎事業年度の事業計画の決定又は変更 

( 3)   収支予算及び決算の決定又は変更 

( 4)   重要な資産の処分 

( 5)   借入金額の最高限度の決定 

( 6)   社員の入社及び除名 

( 7)   本社団の解散 

( 8)  他の医療法人と の合併若し く は分割に係る 契約の締結又は分割計画

の決定 

２   その他重要な事項についても 、 社員総会の議決を 経る こ と ができ る 。  

 

（ 議決の方法）  

第 23 条  社員総会は、 総社員の過半数の出席がなければ、 その議事を 開

き 、 決議する こ と ができ ない。  

２   社員総会の議事は、 法令又はこ の定款に別段の定めがある 場合を 除き 、

出席し た社員の議決権の過半数で決し 、 可否同数のと き は、 議長の決する

と こ ろ によ る 。  

３  前項の場合において、 議長は、 社員と し て議決に加わる こ と ができ な

い。  

 

（ 議決権及び選挙権）  

第 24 条  社員は、 社員総会において各１ 個の議決権及び選挙権を 有する 。  

 

（ 書面議決及び代理人）  

第 25 条  社員総会においては、 あら かじ め通知のあっ た事項のほかは議決

する こ と ができ ない。 ただし 、 急を 要する 場合はこ の限り ではない。  

２   社員総会に出席する こ と のでき ない社員は、 あら かじ め通知のあっ た事

項についてのみ書面又は代理人を も っ て議決権及び選挙権を 行使する こ と

 
 

・ 定時社員総会は、 収支予

算の決定と 決算の決定の
ため年２ 回以上開催し ま

す。  
 
 
・ ５ 分の１ を 下回る 割合を

定める こ と も 可能です。  
 
 
 
 

・ 招集の通知は、 定款で定

めた方法によ り 行いま
す。 書面のほか電子的方

法によ る こ と も 可能で

す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（ 様式㉖）  

（ 平成 28 年医療法改正によ る 定款例）  
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ができ る 。 ただし 、 代理人は社員でなければなら ない。  

３   代理人は、 代理権を 証する 書面を 議長に提出し なければなら ない。  

 

（ 議決権のない場合）  

第 26 条  社員総会の議決事項につき 特別の利害関係を 有する 社員は、 当該

事項につき その議決権を 行使でき ない。  

 

（ 議事録）  

第 27 条  社員総会の議事については、 次の事項の内容を 記載（ 又は記録）

し た議事録を 作成し 、 社員総会の日から 10 年間主たる 事務所に備え置

く 。  

( 1)   開催の日時及び場所 

( 2)   社員の現在数及び氏名 

( 3)   出席社員の数及び氏名 

( 4)   議事の経過の要領及びその結果 

( 5)  決議を 要する 事項について特別の利害関係を 有する 社員があ る と き

は、 当該社員の氏名 

( 6)   出席し た理事又は監事の氏名 

( 7)   議長の氏名 

( 8)   議事録の作成に係る 職務を 行っ た者の氏名 

( 9)   その他法令で定める 事項 

２   議事録には議長及び議事録署名人が、 署名（ 若し く は記名押印又は電子

署名） する 。 ただし 、 議事録署名人は、 社員総会において出席社員のう ち

から 選出する 。  

 

（ 細則）  

第 28 条  社員総会の議事についての細則は、 社員総会で定める 。  

 

第７ 章  役  員 

 

（ 役員の種類及び定数）  

第 29 条  本社団に次の役員を 置く 。  

( 1)   理  事  ３ 名以上５ 名以内 

    う ち  理事長  １ 名 

( 2)   監  事  １ 名 

 

（ 役員の選任）  

第 30 条  理事及び監事は、 社員総会の決議によ っ て選任する 。  

２   理事長は、 理事会において、 理事の中から 選出する 。  

３   本社団の開設する 診療所の管理者は、 必ず理事に加えなければなら な

い。 ただし 、 神奈川県知事の認可を 受けた場合はこ の限り ではない。  

４   前項の理事は、 管理者の職を 退いたと き は、 理事の職を 失う も のと す

る 。  

５   理事又は監事のう ち、 その定数の５ 分の１ を 超える 者が欠けたと き は、

１ 月以内に補充し なければなら ない。  

 

 

 

 

 
 
 
・ 社員総会の議事録は、 電

磁的記録によ って作成す

る こ と も 可能です。（ 法

施行規則第 31 条の３ の
２ 、 第 31 条３ の３ 及び

第 31 条３ の４ 参照）  

・ 議事録を 紙で作成・ 保管
する 場合は、 第１ 項を

「 記載」 と し てく ださ

い。 電磁的記録によ っ て

作成・ 保管する 場合は
「 記録」 と し てく ださ

い。  

 

 

 
 
 

・ 電子署名： 法施行規則第
31 条の５ の５ 参照 

・ 議事録を 紙で作成・ 保管

する 場合は、 第２ 項を
「 署名」 か「 記名押印」

のいずれかと し てく ださ

い。 電磁的記録によ っ て
作成・ 保管する 場合は

「 電子署名」 と し てく だ

さ い。  
 
 
 
 
 
・ 役員は、 理事３ 名以上及

び監事１ 名以上を 置く こ

と が原則です。（ 法第 46

条の５ 第１ 項）  
・ 役員定数を 変更する 場合

で、 理事の上限数を 変更

する 場合は、 法人の実態
に合わせて、 下限数も 変

更し てく ださ い。  

 

 
 
 
・ 理事の職への再任を 妨げ

る も のではあり ま せん。  
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（ 役員の職務及び権限）  

第 31 条  理事長は本社団を 代表し 、 本社団の業務に関する 一切の裁判上又

は裁判外の行為を する 権限を 有する 。  

２   理事長は、 本社団の業務を 執行し 、  

（ 例１ ） ３ 箇月に１ 回以上、 自己の職務の執行の状況を 理事会に報告し なけ

ればなら ない。  

（ 例２ ） 毎事業年度に４ 箇月を 超える 間隔で２ 回以上、 自己の職務の執行の

状況を 理事会に報告し なければなら ない。  

３   理事長に事故がある と き は、 理事長があら かじ め定めた順位に従い、 理

事がその職務を 行う 。  

４   監事は、 次の職務を 行う 。  

( 1)   本社団の業務を 監査する こ と 。  

( 2)   本社団の財産の状況を 監査する こ と 。  

( 3)   本社団の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を 作

成し 、当該会計年度終了後３ 月以内に社員総会及び理事会に提出する こ

と 。  

( 4)  第１ 号又は第２ 号によ る 監査の結果、本社団の業務又は財産に関し 不

正の行為又は法令若し く はこ の定款に違反する 重大な事実があ る こ と

を 発見し たと き は、こ れを 神奈川県知事、社員総会又は理事会に報告す

る こ と 。  

( 5)  第４ 号の報告を する ために必要がある と き は、社員総会を 招集する こ

と 。  

( 6)   理事が社員総会に提出し よ う と する 議案、書類、その他の資料を 調査

し 、法令若し く はこ の定款に違反し 、又は著し く 不当な事項がある と 認

める と き は、 その調査の結果を 社員総会に報告する こ と 。  

５   監事は、 本社団の理事又は職員（ 本社団の開設する 診療所の管理者その

他の職員を 含む。 ） を 兼ねてはなら ない。  

 

（ 役員の任期）  

第 32 条  役員の任期は、 ２ 年と する 。 ただし 、 再任を 妨げない。  

２   補欠によ り 就任し た役員の任期は、 前任者の残任期間と する 。  

３   役員は、 第 29 条に定める 員数が欠けた場合には、 任期の満了又は辞任

によ り 退任し た後も 、 新たに選任さ れた者が就任する ま で、 なお役員と し

ての権利義務を 有する 。  

 

（ 役員の解任）  

第 33 条  役員は、 社員総会の決議によ っ て解任する こ と ができ る 。 ただ

し 、 監事の解任の決議は、 出席し た社員の議決権の３ 分の２ 以上の賛成が

なければ、 決議する こ と ができ ない。  

 

（ 役員の報酬等）  

第 34 条  役員の報酬等は、  

（ 例１ ） 社員総会の決議によ っ て別に定める と こ ろによ り 支給する 。  

（ 例２ ） 理事及び監事について、 それぞれの総額が、 ○○円以下及び○○円

以下で支給する 。  

 

 
 
 
・ こ の報告は、 現実に開催

さ れた理事会において行
わなければなら ず、 報告

を 省略する こ と はでき ま
せん。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

・ ３ 分の２ を 上回る 割合を
定める こ と も でき ま す。  

 

 

 
 

・ 役員の報酬等について、

定款にその額を定めてい
ないと き は、 社員総会の

決議によ っ て定める 必要

があり ま す。  
・ 定款又は社員総会の決議

において理事の報酬等の



（ 様式㉖）  

（ 平成 28 年医療法改正によ る 定款例）  
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（ 例３ ） 理事長○円、 理事○円、 監事○円と する 。  

 

（ 競業及び利益相反取引の制限）  

第 35 条  理事は、 次に掲げる 取引を し よ う と する 場合には、 理事会におい

て、 その取引について重要な事実を 開示し 、 その承認を 受けなければなら

ない。  

( 1)   自己又は第三者のためにする 本社団の事業の部類に属する 取引 

( 2)   自己又は第三者のためにする 本社団と の取引 

( 3)  本社団がその理事の債務を 保証する こ と その他その理事以外の者と

の間における 本社団と その理事と の利益が相反する 取引 

２   前項の取引を し た理事は、 その取引後、 遅滞なく 、 その取引についての

重要な事実を 理事会に報告し なければなら ない。  

 

（ 責任の一部免除又は限定）  

第 36 条  本社団は、 役員が任務を 怠っ たこ と によ る 損害賠償責任を 、 法令

に規定する 額を 限度と し て、 理事会の決議によ り 免除する こ と ができ る 。  

２   本社団は、 非理事長理事等と の間で、 任務を 怠っ たこ と によ る 損害賠償

責任について、 当該非理事長理事等が職務を 行う につき 善意でかつ重大な

過失がないと き に、 損害賠償責任の限定契約を 締結する こ と ができ る 。 た

だし 、 その責任の限度額は、 ○円以上で本社団があら かじ め定めた額と 法

令で定める 最低責任限度額と のいずれか高い額と する 。  

 

第８ 章  理事会 

 

（ 構成）  

第 37 条  理事会は、 すべての理事を も っ て構成する 。  

 

（ 職務）  

第 38 条  理事会は、 こ の定款に別に定める も ののほか、 次の職務を 行う 。  

( 1)   本社団の業務執行の決定 

( 2)   理事の職務の執行の監督 

( 3)   理事長の選出及び解職 

( 4)   重要な資産の処分及び譲受けの決定 

( 5)   多額の借財の決定 

( 6)   重要な役割を 担う 職員の選任及び解任の決定 

( 7)   従たる 事務所その他の重要な組織の設置、 変更及び廃止の決定 

 

（ 招集）  

第 39 条  理事会は、  

（ 例１ ） 各理事が招集する 。  

（ 例２ ） 理事長（ 又は理事会で定める 理事） が招集する 。 こ の場合、 理事長

（ 又は理事会で定める 理事） が欠けたと き 又は理事長（ 理事会で定める 理

事） に事故がある と き は、 各理事が理事会を 招集する 。  

２   理事長（ 又は理事会で定める 理事、 又は各理事） は、 必要がある と 認め

る と き は、 いつでも 理事会を 招集する こ と ができ る 。  

「 総額」 を 定める 場合、
各理事の報酬等の額はそ

の額の範囲内で理事会の

決議によ っ て定める こ と
も 差し 支えあり ま せん。

ただし 、 監事が２ 人以上

ある と き に監事の報酬等
の「 総額」 を 定める 場合

は、 各監事の報酬等は、

その額の範囲内で監事の
協議によ っ て定めま す。

ま た、「 総額」 を 上回ら

なければ、 再度、 社員総
会で決議する こ と は必ず

し も 必要ではあり ま せ

ん。  
 
 
・ 本条を規定する か否かは

任意です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・ 原則、 各理事が理事会を

招集し ま すが、 理事会を

招集する 理事を定款又は
理事会で定める こ と がで

き ま す。  

 

 
 
 

・ １ 週間を 下回る 期間を 定
める こ と も でき ま す。  
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３   理事会の招集は、 期日の１ 週間前ま でに、 各理事及び各監事に対し て理

事会を 招集する 旨の通知を 発し なければなら ない。  

４   前項にかかわら ず、 理事会は、 理事及び監事の全員の同意がある と き

は、 招集の手続を 経る こ と なく 開催でき る 。  

 

（ 議長）  

第 40 条  理事会の議長は、 理事長と する 。  

 

（ 理事会の決議）  

第 41 条  理事会の決議は、 法令又はこ の定款に別段の定めがある 場合を 除

き 、 議決事項について特別の利害関係を 有する 理事を 除く 理事の過半数が

出席し 、 その過半数を も っ て行う 。  

２   前項の規定にかかわら ず、 理事が理事会の決議の目的である 事項につい

て提案し た場合において、 その提案について特別の利害関係を 有する 理事

を 除く 理事全員が書面又は電磁的記録によ り 同意の意思表示を し たと き

は、 理事会の決議があっ たも のと みなす。 ただし 、 監事がその提案につい

て異議を 述べたと き はこ の限り でない。  

 

（ 議事録）  

第 42 条  理事会の議事については、 次の事項の内容を 記載（ 又は記録） し

た議事録を 作成し 、 理事会の日から 10 年間主たる 事務所に備え置く 。  

( 1)   開催の日時及び場所 

( 2)   理事及び監事の現在数及び氏名 

( 3)   出席し た理事及び監事の数及び氏名 

( 4)   議事の経過の要領及びその結果 

( 5)  決議を 要する 事項について特別の利害関係を 有する 理事があ る と き

は、 当該理事の氏名 

( 6)  議長の氏名 

( 7)  その他法令で定める 事項 

２   理事会に出席し た理事及び監事は、 前項の議事録に署名（ 若し く は記名

押印又は電子署名） する 。  

 

（ 細則）  

第 43 条  理事会の議事についての細則は、 理事会で定める 。  

 

第９ 章  定款の変更 

 

（ 定款の変更）  

第 44 条  こ の定款は、 社員総会の議決を 経、 かつ、 神奈川県知事の認可を

受けなければ変更する こ と ができ ない。  

 

第 10 章  解散、 合併及び分割 

 

（ 解散）  

第 45 条  本社団は、 次の事由によ っ て解散する 。  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

・ 過半数を 上回る 割合を 定

める こ と も でき ま す。  
 

 

・ 本項を規定する か否かは
任意です。  

 

 

 

 
 

 
 
・ 理事会の議事録は、 電磁

的記録によ っ て作成する
こ と も 可能です。（ 法施
行規則第 31 条の５ の４

及び第 31 条の５ の５ 参
照）  

・ 議事録を 紙で作成・ 保管

する 場合は、 第１ 項を
「 記載」 と し てく ださ
い。 電磁的記録によ っ て

作成・ 保管する 場合は
「 記録」 と し てく ださ
い。  

 
 
・ 署名し 、 又は記名押印す

る 者を 、 理事会に出席し
た理事長及び監事と する
こ と も 可能です。  

・ 議事録を 紙で作成・ 保管
する 場合は、 第２ 項を
「 署名」 か「 記名押印」

のいずれかと し てく ださ
い。 電磁的記録によ っ て
作成・ 保管する 場合は

「 電子署名」 と し てく だ
さ い。  

 

 

 

 

 

 

 

 



（ 様式㉖）  

（ 平成 28 年医療法改正によ る 定款例）  
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( 1)   目的たる 業務の成功の不能 

( 2)   社員総会の決議 

( 3)   第４ 条に掲げる 診療所のすべてを 廃止し たと き  

( 4)   他の医療法人と の合併 

( 5)   社員の欠亡 

( 6)   破産手続開始の決定 

( 7)   設立認可の取消し  

２   本社団は、 総社員の４ 分の３ 以上の賛成がなければ、 前項第２ 号の社員

総会の決議を する こ と ができ ない。  

３   第１ 項第１ 号又は第２ 号の事由によ り 解散する 場合は、 神奈川県知事の

認可を 受けなければなら ない。  

４   第１ 項第４ 号又は第６ 号の事由によ っ て本社団が解散し た場合には、 神

奈川県知事にその旨を 届け出なければなら ない。  

 

（ 清算人）  

第 46 条  本社団が解散し たと き は、 合併及び破産手続開始の決定によ る 解

散の場合を 除き 、 理事がその清算人と なる 。 ただし 、 社員総会の議決によ

っ て理事以外の者を 選任する こ と ができ る 。  

２   清算人は、 前条第１ 項第３ 号又は第５ 号の事由によ っ て本社団が解散し

た場合には、 神奈川県知事にその旨を 届け出なければなら ない。  

３   清算人は、 次の各号に掲げる 職務を 行い、 又、 当該職務を 行う ために必

要な一切の行為を する こ と ができ る 。  

( 1)   現務の結了 

( 2)   債権の取立て及び債務の弁済 

( 3)   残余財産の引渡し  

 

（ 残余財産）  

第 47 条  本社団が解散し た場合の残余財産は、 合併及び破産手続開始の決

定によ る 解散の場合を 除き 、 次の者から 選定し て帰属さ せる も のと する 。  

( 1)   国 

( 2)   地方公共団体 

( 3)   医療法第 31 条に定める 公的医療機関の開設者 

( 4)  都道府県医師会又は郡市区医師会（ 一般社団法人又は一般財団法人に

限る 。）  

( 5)  財団たる 医療法人又は社団たる 医療法人であ っ て 持分の定めのない

も の 

 

（ 合併）  

第 48 条 本社団は、 総社員の同意がある と き は、 神奈川県知事の認可を 得

て、 他の社団たる 医療法人又は財団たる 医療法人と 合併する こ と ができ

る 。  

 

（ 分割）  

第 49 条  本社団は、 総社員の同意がある と き は、 神奈川県知事の認可を 得

て、 分割する こ と ができ る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 持分あり 医療法人、 社会

医療法人、 特定医療法人
は、 分割の規定から 除外

さ れていま すので、 こ の
条は規定でき ま せん。（ 法
第 60 条参照）  
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社団医療法人の定款例 備 考 

第 11 章  雑  則 

 

（ 公告の方法）  

第 50 条  本社団の公告は、  

（ 例１ ） 官報に掲載する 方法によ っ て行う 。  

（ 例２ ） 法令に定めがあ る 場合を 除き 、 ○○新聞に掲載する 方法によ っ て行

う 。  

（ 例３ ） 法令に定めがある 場合を 除き 、電子公告（ ホーム ページ） によ っ て行

う 。  

（ 例３ の場合）  

２   事故その他やむを 得ない事由によ っ て前項の電子公告を する こ と ができ

ない場合は、 官報（ 又は○○新聞） に掲載する 方法によ っ て行う 。  

 

（ 他法と の関係）  

第 51 条  こ の定款に定めがない事項については、 医療法、 民法その他の法

令によ る 。  

 

（ 施行細則）  

第 52 条  こ の定款の施行細則は、 理事会及び社員総会の議決を 経て定め

る 。  

 

附  則 

 

第１ 条  本社団設立当初の役員は、 次のと おり と する 。  

        理事長  ○ ○ ○ ○ 

        理  事  △ △ △ △ 

          同    △ △ ○ ○ 

        監  事  □ □ □ □ 

 

第２ 条  本社団の最初の会計年度は、 第 14 条の規定にかかわら ず、 設立の

日から ○年○月○日ま でと する 。  

 

第３ 条  本社団設立当初の役員の任期は、 第 32 条第１ 項の規定にかかわら

ず、 ○年○月○日ま でと する 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

・ 法第 44 条第４ 項参照。  

 

 

 

 

 
 

・ 設立の日から １ 年以内の

日付を 設定し てく ださ
い。  

 

・ 設立の日から ２ 年以内の
日付を 設定し てく ださ

い。  

 

 

 



（ 様式㉗）  

（ 平成 28 年医療法改正によ る 新旧条文対照表記載例）  
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新旧条文対照表 

新 旧 

 

 

 

 

第４ 章  資産及び会計 

 

（ 資産の構成）  

第 10 条  本社団の資産は次のと おり と する 。  

( 1)   設立当時の財産 

( 2)   設立後寄附さ れた金品 

( 3)   事業に伴う 収入 

( 4)   その他の収入 

２   本社団の設立当時の財産目録は、 主たる 事務所に

おいて備え置く も のと する 。  

 

（ 資産の管理）  

第 11 条  本社団の資産は、 社員総会又は理事会で定

めた方法によ っ て、 理事長が管理する 。  

 

第 12 条  資産のう ち現金は、 医業経営の実施のため

確実な銀行又は信託会社に預け入れ若し く は信託

し 、 又は国公債若し く は確実な有価証券に換え保管

する 。  

 

（ 予算の議決）  

第 13 条  本社団の収支予算は、 毎会計年度開始前に

理事会及び社員総会の議決を 経て定める 。  

 

（ 会計年度）  

第 14 条  本社団の会計年度は、 毎年４ 月１ 日に始ま

り 翌年３ 月 31 日に終わる 。  

 

（ 決算の承認）  

第 15 条 本社団の決算については、 事業報告書、 財産

目録、 貸借対照表及び損益計算書（ 以下「 事業報告

書等」 と いう 。 ） を 作成し 、 監事の監査、 理事会の

承認及び社員総会の承認を 受けなければなら ない。  

２   本社団は、 事業報告書等、 監事の監査報告書及び

本社団の定款を 事務所に備えて置き 、 社員又は債権

者から 請求があっ た場合には、 正当な理由がある 場

合を 除いて、 こ れを 閲覧に供し なければなら ない。  

３   本社団は、 毎会計年度終了後３ 月以内に、 事業報

 

 

 

 

（ 新設）  

 

（ 新設）  

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 新設）  

 

 

 

（ 新設）  

 

 

 

 

（ 新設）  

 

 

 

（ 新設）  

 

 

 

（ 新設）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（ 様式㉗）  

（ 平成 28 年医療法改正によ る 新旧条文対照表記載例）  
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告書等及び監事の監査報告書を 神奈川県知事に届け

出なければなら ない。  

 

（ 剰余金の処分）  

第 16 条  決算の結果、 剰余金を 生じ たと し ても 、 配

当し てはなら ない。  

 

第５ 章  社  員 

 

（ 社員資格の取得）  

第 17 条  本社団の社員になろ う と する 者は、 社員総

会の承認を 得なければなら ない。  

２   本社団は、 社員名簿を 備え置き 、 社員の変更があ

る ご と に必要な変更を 加えなければなら ない。  

 

（ 社員資格の喪失）  

第 18 条  社員は、 次に掲げる 事由によ り その資格を

失う 。  

( 1)   除  名 

( 2)   死  亡 

( 3)   退  社 

２   社員であっ て、 社員たる 義務を 履行せず本社団の

定款に違反し 又は品位を 傷つける 行為のあっ た者

は、 社員総会の議決を 経て除名する こ と ができ る 。  

 

（ 退社）  

第 19 条  やむを 得ない理由のある と き は、 社員はそ

の旨を 理事長に届け出て、 (  理事長に届け出て、 社

員総会の承認を 得て ) 退社する こ と ができ る 。  

 

第６ 章  社員総会 

 

（ 会議の開催）  

第 20 条  理事長は、 定時社員総会を 、 毎年２ 回、 ○

月及び○月に開催する 。  

２   理事長は、 必要がある と 認める と き は、 いつでも

臨時社員総会を 招集する こ と ができ る 。  

３   理事長は、 総社員の５ 分の１ 以上の社員から 社員

総会の目的である 事項を 示し て臨時社員総会の招集

を 請求さ れた場合には、 その請求があっ た日から

20 日以内に、 こ れを 招集し なければなら ない。  

４   社員総会の招集は、 期日の少なく と も ５ 日前ま で

に、 その社員総会の目的である 事項、 日時及び場所

を 記載し 、 理事長がこ れに記名し た書面で社員に通

知し なければなら ない。  

 

（ 議長の選任）  

 

 

 

（ 新設）  

 

 

 

第４ 章  社  員 

 

（ 社員資格の取得）  

第 10 条  本社団の社員になろ う と する 者は、 社員総

会の承認を 得なければなら ない。  

２   本社団は、 社員名簿を 備え置き 、 社員の変更があ

る ご と に必要な変更を 加えなければなら ない。  

 

（ 社員資格の喪失）  

第 11 条  社員は、 次に掲げる 事由によ り その資格を

失う 。  

( 1)   除  名 

( 2)   死  亡 

( 3)   退  社 

２   社員であっ て、 社員たる 義務を 履行せず本社団の

定款に違反し 又は品位を 傷つける 行為のあっ た者

は、 社員総会の議決を 経て除名する こ と ができ る 。  

 

（ 退社）  

第 12 条  前条に定める 場合のほかやむを 得ない理由

のある と き は、 社員はその旨を 理事長に届け出て、

社員総会の承認を 得て退社する こ と ができ る 。  

 

（ 新設）  

 

（ 新設）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 新設）  



（ 様式㉗）  

（ 平成 28 年医療法改正によ る 新旧条文対照表記載例）  
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第 21 条  社員総会の議長は、 社員の中から 社員総会

において選任する 。  

 

（ 議決事項）  

第 22 条  次の事項は、 社員総会の議決を 経なければ

なら ない。  

( 1)   定款の変更 

( 2)   毎事業年度の事業計画の決定又は変更 

( 3)   収支予算及び決算の決定又は変更 

( 4)   重要な資産の処分 

( 5)   借入金額の最高限度の決定 

( 6)   社員の入社及び除名 

( 7)   本社団の解散 

( 8)   他の医療法人と の合併若し く は分割に係る 契

約の締結又は分割計画の決定 

２   その他重要な事項についても 、 社員総会の議決を

経る こ と ができ る 。  

 

（ 議決の方法）  

第 23 条  社員総会は、 総社員の過半数の出席がなけ

れば、 その議事を 開き 、 決議する こ と ができ ない。  

２   社員総会の議事は、 法令又はこ の定款に別段の定

めがある 場合を 除き 、 出席し た社員の議決権の過半

数で決し 、 可否同数のと き は、 議長の決する と こ ろ

によ る 。  

３  前項の場合において、 議長は、 社員と し て議決に

加わる こ と ができ ない。  

 

（ 議決権及び選挙権）  

第 24 条  社員は、 社員総会において各１ 個の議決権

及び選挙権を 有する 。  

 

（ 書面議決及び代理人）  

第 25 条  社員総会においては、 あら かじ め通知のあ

っ た事項のほかは議決する こ と ができ ない。 ただ

し 、 急を 要する 場合はこ の限り ではない。  

２   社員総会に出席する こ と のでき ない社員は、 あら

かじ め通知のあっ た事項についてのみ書面又は代理

人を も っ て議決権及び選挙権を 行使する こ と ができ

る 。 ただし 、 代理人は社員でなければなら ない。  

３   代理人は、 代理権を 証する 書面を 議長に提出し な

ければなら ない。  

 

（ 議決権のない場合）  

第 26 条  社員総会の議決事項につき 特別の利害関係

を 有する 社員は、 当該事項につき その議決権を 行使

でき ない。  

 

 

 

（ 新設）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 新設）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 新設）  

 

 

 

（ 新設）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 新設）  
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（ 議事録）  

第 27 条  社員総会の議事については、 次の事項の内

容を 記載（ 又は記録） し た議事録を 作成し 、 社員総

会の日から 10 年間主たる 事務所に備え置く 。  

( 1)   開催の日時及び場所 

( 2)   社員の現在数及び氏名 

( 3)   出席社員の数及び氏名 

( 4)   議事の経過の要領及びその結果 

( 5)   決議を 要する 事項について 特別の利害関係を

有する 社員がある と き は、 当該社員の氏名 

( 6)   出席し た理事又は監事の氏名 

( 7)   議長の氏名 

( 8)   議事録の作成に係る 職務を 行っ た者の氏名 

( 9)   その他法令で定める 事項 

２   議事録には議長及び議事録署名人が、 署名（ 若し

く は記名押印又は電子署名） する 。 ただし 、 議事録

署名人は、 社員総会において出席社員のう ちから 選

出する 。  

 

（ 細則）  

第 28 条  社員総会の議事についての細則は、 社員総

会で定める 。  

 

（ 削除）  

 

（ 削除）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 削除）  

 

 

 

 

 

 

（ 削除）  

 

 

 

 

（ 新設）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 新設）  

 

 

 

第５ 章  資産及び会計 

 

（ 資産の構成）  

第 13 条  本社団の資産は次のと おり と する 。  

( 1)   設立当時の財産 

( 2)   設立後寄附さ れた金品 

( 3)   諸種の資産から 生ずる 果実 

( 4)   事業に伴う 収入 

( 5)   その他の収入 

２   本社団の設立当時の財産目録は、 主たる 事務所に

おいて備え置く も のと する 。  

 

（ 資産の管理）  

第 14 条  本社団の資産は、 社員総会で定めた方法に

よ っ て、 理事長が管理する 。  

２   資産のう ち現金は、 確実な銀行又は信託会社に預

け入れ若し く は信託し 、 又は国公債若し く は確実な

有価証券に換え保管する も のと する 。  

 

（ 予算の議決）  

第 15 条  本社団の収支予算は、 毎会計年度開始前に

理事会及び社員総会の議決を 経て定める 。  

 



（ 様式㉗）  
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（ 削除）  

 

 

 

（ 削除）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 削除）  

 

 

 

 

第７ 章  役  員 

 

（ 役員の種類及び定数）  

第 29 条  本社団に次の役員を 置く 。  

( 1)   理  事  ３ 名以上５ 名以内 

    う ち  理事長  １ 名 

( 2)   監  事  １ 名 

 

（ 役員の選任）  

第 30 条  理事及び監事は、 社員総会の決議によ っ て

選任する 。  

（ 削除）  

２   理事長は、 理事会において、 理事の中から 選出す

る 。  

３   本社団の開設する 診療所の管理者は、 必ず理事に

加えなければなら ない。 ただし 、 神奈川県知事の認

可を 受けた場合はこ の限り ではない。  

４   前項の理事は、 管理者の職を 退いたと き は、 理事

の職を 失う も のと する 。  

５   理事又は監事のう ち、 その定数の５ 分の１ を 超え

る 者が欠けたと き は、 １ 月以内に補充し なければな

ら ない。  

 

（ 役員の職務及び権限）  

第 31 条  理事長は本社団を 代表し 、 本社団の業務に

（ 会計年度）  

第 16 条  本社団の会計年度は、 毎年４ 月１ 日に始ま

り 翌年３ 月 31 日に終わる 。  

 

（ 決算の承認）  

第 17 条 本社団の決算については、 毎会計年度終了後

２ 月以内に、 事業報告書、 財産目録、 貸借対照表及

び損益計算書（ 以下「 事業報告書等」 と いう 。 ） を

作成し なければなら ない。  

２   本社団は、 事業報告書等、 監事の監査報告書及び

本社団の定款を 事務所に備えて置き 、 社員又は債権

者から 請求があっ た場合には、 正当な理由がある 場

合を 除いて、 こ れを 閲覧に供し なければなら ない。  

３   本社団は、 毎会計年度終了後３ 月以内に、 事業報

告書等及び監事の監査報告書を 神奈川県知事に届け

出なければなら ない。  

 

（ 剰余金の処分）  

第 18 条  決算の結果、 剰余金を 生じ たと き は、 理事

会及び社員総会の議決を 経て積立金と し て積み立て

る も のと し 、 配当し てはなら ない。  

 

第６ 章  役  員 

 

（ 役員の種類及び定数）  

第 19 条  本社団に次の役員を 置く 。  

( 1)   理  事  ３ 名以上５ 名以内 

    う ち  理事長  １ 名 

( 2)   監  事  １ 名 

 

（ 新設）  

２   理事及び監事は、 社員総会において選任する 。  

 

（ 役員の選任）  

第 20 条  理事長は、 理事の互選によ っ て定める 。  

 

２   本社団の開設する 診療所の管理者は、 必ず理事に

加えなければなら ない。 ただし 、 神奈川県知事の認

可を 受けた場合はこ の限り ではない。  

３   前項の理事は、 管理者の職を 退いたと き は、 理事

の職を 失う も のと する 。  

４   理事又は監事のう ち、 その定数の５ 分の１ を 超え

る 者が欠けたと き は、 １ 月以内に補充し なければなら

ない。  

 

（ 役員の職務及び権限）  

第 21 条  理事長のみが本社団を 代表する 。  
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関する 一切の裁判上又は裁判外の行為を する 権限を

有する 。  

２   理事長は、 本社団の業務を 執行し 、  

（ 例１ ） ３ 箇月に１ 回以上、 自己の職務の執行の状況

を 理事会に報告し なければなら ない。  

（ 例２ ） 毎事業年度に４ 箇月を 超える 間隔で２ 回以

上、 自己の職務の執行の状況を 理事会に報告し なけ

ればなら ない。  

３   理事長に事故がある と き は、 理事長があら かじ め

定めた順位に従い、 理事がその職務を 行う 。  

 

４   監事は、 次の職務を 行う 。  

( 1)   本社団の業務を 監査する こ と 。  

( 2)   本社団の財産の状況を 監査する こ と 。  

( 3)   本社団の業務又は財産の状況について、 毎会

計年度、 監査報告書を 作成し 、 当該会計年度終

了後３ 月以内に社員総会及び理事会に提出する

こ と 。  

( 4)   第１ 号又は第２ 号によ る 監査の結果、 本社団

の業務又は財産に関し 不正の行為又は法令若し

く はこ の定款に違反する 重大な 事実があ る こ と

を 発見し たと き は、 こ れを 神奈川県知事、 社員

総会又は理事会に報告する こ と 。  

( 5)   第４ 号の報告を する た めに必要があ る と き

は、 社員総会を 招集する こ と 。  

( 6)   理事が社員総会に提出し よ う と する 議案、 書

類、 その他の資料を 調査し 、 法令若し く はこ の

定款に違反し 、 又は著し く 不当な事項があ る と

認める と き は、 その調査の結果を 社員総会に報

告する こ と 。  

５   監事は、 本社団の理事又は職員（ 本社団の開設す

る 診療所の管理者その他の職員を 含む。 ） を 兼ねて

はなら ない。  

 

（ 役員の任期）  

第 32 条  役員の任期は、 ２ 年と する 。 ただし 、 再任

を 妨げない。  

２   補欠によ り 就任し た役員の任期は、 前任者の残任

期間と する 。  

３   役員は、 第 29 条に定める 員数が欠けた場合に

は、 任期の満了又は辞任によ り 退任し た後も 、 新た

に選任さ れた者が就任する ま で、 なお役員と し ての

権利義務を 有する 。  

 

（ 役員の解任）  

第 33 条  役員は、 社員総会の決議によ っ て解任する

こ と ができ る 。 ただし 、 監事の解任の決議は、 出席

 

 

２   理事長は、 本社団の業務を 総理する 。  

 

 

 

 

 

３   理事は、 本社団の常務を 処理し 、 理事長に事故が

ある と き は、 理事長があら かじ め定めた順位に従

い、 理事がその職務を 行う 。  

４   監事は、 次の職務を 行う 。  

( 1)   本社団の業務を 監査する こ と 。  

( 2)   本社団の財産の状況を 監査する こ と 。  

( 3)   本社団の業務又は財産の状況について、 毎会

計年度、 監査報告書を 作成し 、 当該会計年度終

了後３ 月以内に社員総会又は理事に提出する こ

と 。  

( 4)   第１ 号又は第２ 号によ る 監査の結果、 本社団

の業務又は財産に関し 不正の行為又は法令若し

く はこ の定款に違反する 重大な 事実があ る こ と

を 発見し たと き は、 こ れを 神奈川県知事又は社

員総会に報告する こ と 。  

( 5)   第４ 号の報告を する た めに必要があ る と き

は、 社員総会を 招集する こ と 。  

( 6)   本社団の業務又は財産の状況について、 理事

に対し て意見を 述べる こ と 。  

 

 

 

５   監事は、 本社団の理事又は職員（ 本社団の開設す

る 診療所の管理者その他の職員を 含む。 ） を 兼ねて

はなら ない。  

 

（ 役員の任期）  

第 22 条  役員の任期は、 ２ 年と する 。 ただし 、 再任

を 妨げない。  

２   補欠によ り 就任し た役員の任期は、 前任者の残任

期間と する 。  

３   役員は、 任期満了後と いえど も 、 後任者が就任す

る ま では、 その職務を 行う も のと する 。  

 

 

 

（ 新設）  
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し た社員の議決権の３ 分の２ 以上の賛成がなけれ

ば、 決議する こ と ができ ない。  

 

（ 役員の報酬等）  

第 34 条  役員の報酬等は、  

（ 例１ ） 社員総会の決議によ っ て別に定める と こ ろ に

よ り 支給する 。  

（ 例２ ） 理事及び監事について、 それぞれの総額が、

○○円以下及び○○円以下で支給する 。  

（ 例３ ） 理事長○円、 理事○円、 監事○円と する 。  

 

（ 競業及び利益相反取引の制限）  

第 35 条  理事は、 次に掲げる 取引を し よ う と する 場

合には、 理事会において、 その取引について重要な

事実を 開示し 、 その承認を 受けなければなら ない。  

( 1)   自己又は第三者のためにする 本社団の事業の

部類に属する 取引 

( 2)   自己又は第三者のためにする 本社団と の取引 

( 3)   本社団がその理事の債務を 保証する こ と その

他その理事以外の者と の間における 本社団と そ

の理事と の利益が相反する 取引 

２   前項の取引を し た理事は、 その取引後、 遅滞な

く 、 その取引についての重要な事実を 理事会に報告

し なければなら ない。  

 

（ 責任の一部免除又は限定）  

第 36 条  本社団は、 役員が任務を 怠っ たこ と によ る

損害賠償責任を 、 法令に規定する 額を 限度と し て、

理事会の決議によ り 免除する こ と ができ る 。  

２   本社団は、 非理事長理事等と の間で、 任務を 怠っ

たこ と によ る 損害賠償責任について、 当該非理事長

理事等が職務を 行う につき 善意でかつ重大な過失が

ないと き に、 損害賠償責任の限定契約を 締結する こ

と ができ る 。 ただし 、 その責任の限度額は、 ○円以

上で本社団があら かじ め定めた額と 法令で定める 最

低責任限度額と のいずれか高い額と する 。  

 

第８ 章  理事会 

 

（ 構成）  

第 37 条  理事会は、 すべての理事を も っ て構成す

る 。  

 

（ 職務）  

第 38 条  理事会は、 こ の定款に別に定める も ののほ

か、 次の職務を 行う 。  

( 1)   本社団の業務執行の決定 

 

 

 

（ 新設）  

 

 

 

 

 

 

 

（ 新設）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 新設）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 新設）  

 

（ 新設）  

 

 

 

（ 新設）  
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( 2)   理事の職務の執行の監督 

( 3)   理事長の選出及び解職 

( 4)   重要な資産の処分及び譲受けの決定 

( 5)   多額の借財の決定 

( 6)   重要な役割を 担う 職員の選任及び解任の決定 

( 7)   従たる 事務所その他の重要な組織の設置、 変

更及び廃止の決定 

 

（ 招集）  

第 39 条  理事会は、  

（ 例１ ） 各理事が招集する 。  

（ 例２ ） 理事長（ 又は理事会で定める 理事） が招集す

る 。 こ の場合、 理事長（ 又は理事会で定める 理事）

が欠けたと き 又は理事長（ 理事会で定める 理事） に

事故がある と き は、 各理事が理事会を 招集する 。  

２   理事長（ 又は理事会で定める 理事、 又は各理事）

は、 必要がある と 認める と き は、 いつでも 理事会を

招集する こ と ができ る 。  

３   理事会の招集は、 期日の１ 週間前ま でに、 各理事

及び各監事に対し て理事会を 招集する 旨の通知を 発

し なければなら ない。  

４   前項にかかわら ず、 理事会は、 理事及び監事の全

員の同意がある と き は、 招集の手続を 経る こ と なく

開催でき る 。  

 

（ 議長）  

第 40 条  理事会の議長は、 理事長と する 。  

 

（ 理事会の決議）  

第 41 条  理事会の決議は、 法令又はこ の定款に別段

の定めがある 場合を 除き 、 議決事項について特別の

利害関係を 有する 理事を 除く 理事の過半数が出席

し 、 その過半数を も っ て行う 。  

２   前項の規定にかかわら ず、 理事が理事会の決議の

目的である 事項について提案し た場合において、 そ

の提案について特別の利害関係を 有する 理事を 除く

理事全員が書面又は電磁的記録によ り 同意の意思表

示を し たと き は、 理事会の決議があっ たも のと みな

す。 ただし 、 監事がその提案について異議を 述べた

と き はこ の限り でない。  

 

（ 議事録）  

第 42 条  理事会の議事については、 次の事項の内容

を 記載（ 又は記録） し た議事録を 作成し 、 理事会の

日から 10 年間主たる 事務所に備え置く 。  

( 1)   開催の日時及び場所 

( 2)   理事及び監事の現在数及び氏名 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 新設）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 新設）  

 

 

（ 新設）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 新設）  
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( 3)   出席し た理事及び監事の数及び氏名 

( 4)   議事の経過の要領及びその結果 

( 5)   決議を 要する 事項について 特別の利害関係を

有する 理事がある と き は、 当該理事の氏名 

( 6)   議長の氏名 

( 7)   その他法令で定める 事項 

  

２   理事会に出席し た理事及び監事は、 前項の議事録

に署名（ 若し く は記名押印又は電子署名） する 。  

 

（ 細則）  

第 43 条  理事会の議事についての細則は、 理事会で

定める 。  

 

（ 削除）  

 

（ 削除）  

 

 

 

（ 削除）  

 

 

 

（ 削除）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 削除）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 新設）  

 

 

 

第７ 章  会  議 

 

（ 会議の種類）  

第 23 条  会議は、 社員総会及び理事会の二つと し 、

社員総会はこ れを 定時総会と 臨時総会に分ける 。  

 

（ 会議の開催）  

第 24 条  定時総会は、 毎年２ 回、 ３ 月及び５ 月に開

催する 。  

 

（ 招集）  

第 25 条  理事長は、 必要がある と 認める と き は、 い

つでも 臨時総会及び理事会を 招集する こ と ができ

る 。  

２   社員総会の議長は、 社員総会において選任し 、 理

事会の議長は、 理事長を も っ てあてる 。  

３   理事長は、 総社員の５ 分の１ 以上の社員から 会議

に付議すべき 事項を 示し て臨時総会の招集を 請求さ

れた場合には、 その請求のあっ た日から 20 日以内

に、 こ れを 招集し なければなら ない。  

４   理事会を 構成する 理事の３ 分の１ 以上から 連名を

も っ て理事会の目的たる 事項を 示し て請求があっ た

と き は、 理事長は理事会を 招集し なければなら な

い。  

 

（ 議決事項）  

第 26 条  次の事項は、 社員総会の議決を 経なければ

なら ない。  

( 1)   定款の変更 

( 2)   毎事業年度の事業計画の決定及び変更 

( 3)   収支予算及び決算の決定 

( 4)   剰余金又は損失金の処理 

( 5)   借入金額の最高限度の決定 
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（ 削除）  

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 削除）  

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 削除）  

 

 

 

（ 削除）  

 

 

 

 

 

 

 

（ 削除）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 6)   社員の入社及び除名 

( 7)   本社団の解散 

( 8)   他の医療法人と の合併契約の締結 

( 9)   その他重要な事項 

 

（ 議決の方法）  

第 27 条  社員総会は、 総社員の過半数の出席がなけ

れば、 その議事を 開き 、 議決する こ と ができ ない。  

２   社員総会の議事は、 出席し た社員の議決権の過半

数で決し 、 可否同数のと き は、 議長の決する と こ ろ

によ る 。  

３  前項の場合において、 議長は、 社員と し て議決に

加わる こ と ができ ない。  

 

（ 招集の通知）  

第 28 条  社員総会の招集は、 期日の少なく と も ５ 日

前ま でに会議の目的である 事項、 日時及び場所を 記

載し 、 理事長がこ れに記名し た書面で社員に通知し

なければなら ない。  

２   社員総会においては、 前項の規定によ っ てあら か

じ め通知し た事項のほか議決する こ と ができ ない。

ただし 、 急を 要する 場合はこ の限り ではない。  

 

（ 議決権及び選挙権）  

第 29 条  社員は、 社員総会において１ 個の議決権及

び選挙権を 有する 。  

 

（ 書面議決及び代理人）  

第 30 条  社員は、 あら かじ め通知のあっ た事項につ

いてのみ書面又は代理人を も っ て議決権及び選挙権

を 行使する こ と ができ る 。 ただし 、 代理人は社員で

なければなら ない。  

２   代理人は、 代理権を 証する 書面を 議長に提出し な

ければなら ない。  

 

（ 議事録）  

第 31 条  社員総会の議事については、 次の事項を 記

載し た議事録を 作成し 、 理事長はこ れを 確実に保存

し なければなら ない。  

( 1)   開催の日時及び場所 

( 2)   社員の現在数及び氏名 

( 3)   出席社員の数及び氏名（ 書面表決者及び表決

委任者についてはその旨を 付記する こ と 。 ）  

( 4)   議決事項 

( 5)   議事の経過及び要領 

２   議事録には議長及び議事録署名人が、 署名捺印し

なければなら ない。 ただし 、 議事録署名人は、 社員
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（ 削除）  

 

 

 

 

 

（ 削除）  

 

 

 

 

（ 削除）  

 

 

 

 

 

第９ 章  定款の変更 

 

（ 定款の変更）  

第 44 条  こ の定款は、 社員総会の議決を 経、 かつ、

神奈川県知事の認可を 受けなければ変更する こ と が

でき ない。  

 

第 10 章  解散、 合併及び分割 

 

（ 解散）  

第 45 条  本社団は、 次の事由によ っ て解散する 。  

 

( 1)   目的たる 業務の成功の不能 

( 2)   社員総会の決議 

( 3)   第４ 条に掲げる 診療所のすべて を 廃止し たと

き  

( 4)   他の医療法人と の合併 

( 5)   社員の欠亡 

( 6)   破産手続開始の決定 

( 7)   設立認可の取消し  

２   本社団は、 総社員の４ 分の３ 以上の賛成がなけれ

ば、 前項第２ 号の社員総会の決議を する こ と ができ

ない。  

３   第１ 項第１ 号又は第２ 号の事由によ り 解散する 場

合は、 神奈川県知事の認可を 受けなければなら な

い。  

４   第１ 項第４ 号又は第６ 号の事由によ っ て本社団が

総会において出席社員のう ちから 選出する も のと す

る 。  

 

（ 理事会）  

第 32 条  次の事項は、 理事会の議決を 経なければな

ら ない。  

( 1)   社員総会に付議する 事項 

( 2)   その他理事長が付議する 事項 

 

（ 議決権のない場合）  

第 33 条  会議の議決事項につき 特別の利害関係を 有

する 者は、 当該事項につき その議決権を 行使でき な

い。  

 

（ 細則）  

第 34 条  社員総会の議事についての細則は、 社員総

会で定める 。  

２   理事会の議事についての細則は、 理事会で定め

る 。  

 

第８ 章  定 款 の 変 更 、 解 散 及 び 合 併  

 

（ 定款の変更）  

第 35 条  こ の定款は、 社員総会の議決を 経、 かつ、

神奈川県知事の認可を 受けなければ変更する こ と がで

き ない。  

 

（ 新設）  

 

（ 解散）  

第 36 条  本社団は、 次の各号に掲げる 事由によ り 解

散する 。  

( 1)   目的たる 業務の成功の不能 

( 2)   社員総会の議決 

( 3)   第４ 条に掲げる 診療所のすべて を 廃止し たと

き  

( 4)   他の医療法人と の合併 

( 5)   社員の欠亡 

( 6)   破産手続開始の決定 

( 7)   設立認可の取消 

２   本社団は、 総社員の４ 分の３ 以上の賛成がなけれ

ば、 前項第２ 号の社員総会の議決を する こ と ができ

ない。  

３   第１ 項第１ 号又は第２ 号に掲げる 事由によ る 解散

は、 神奈川県知事の認可を 受けなければなら ない。  

 

４   第１ 項第４ 号又は第６ 号に掲げる 事由によ っ て本
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解散し た場合には、 神奈川県知事にその旨を 届け出

なければなら ない。  

 

（ 清算人）  

第 46 条  本社団が解散し たと き は、 合併及び破産手

続開始の決定によ る 解散の場合を 除き 、 理事がその

清算人と なる 。 ただし 、 社員総会の議決によ っ て理

事以外の者を 選任する こ と ができ る 。  

２   清算人は、 前条第１ 項第３ 号又は第５ 号の事由に

よ っ て本社団が解散し た場合には、 神奈川県知事に

その旨を 届け出なければなら ない。  

３   清算人は、 次の各号に掲げる 職務を 行い、 又、 当

該職務を 行う ために必要な一切の行為を する こ と が

でき る 。  

( 1)   現務の結了 

( 2)   債権の取立て及び債務の弁済 

( 3)   残余財産の引渡し  

 

（ 残余財産）  

第 47 条  本社団が解散し た場合の残余財産は、 合併

及び破産手続開始の決定によ る 解散の場合を 除き 、

次の者から 選定し て帰属さ せる も のと する 。  

( 1)   国 

( 2)   地方公共団体 

( 3)   医療法第 31 条に定める 公的医療機関の開設

者 

( 4)   都道府県医師会又は郡市区医師会（ 一般社団

法人又は一般財団法人に限る 。 ）  

( 5)   財団たる 医療法人又は社団たる 医療法人であ

っ て持分の定めのないも の 

 

（ 合併）  

第 48 条 本社団は、 総社員の同意がある と き は、 神

奈川県知事の認可を 得て、 他の社団たる 医療法人又

は財団たる 医療法人と 合併する こ と ができ る 。  

 

（ 分割）  

第 49 条  本社団は、 総社員の同意がある と き は、 神

奈川県知事の認可を 得て、 分割する こ と ができ る 。  

 

第 11 章  雑  則 

 

（ 公告の方法）  

第 50 条  本社団の公告は、  

（ 例１ ） 官報に掲載する 方法によ っ て行う 。  

（ 例２ ） 法令に定めがあ る 場合を 除き 、 ○○新聞に掲

載する 方法によ っ て行う 。  

社団が解散し た場合には、 神奈川県知事にその旨を

届け出なければなら ない。  

 

（ 清算人）  

第 37 条  本社団が解散し たと き は、 合併及び破産手

続開始の決定によ る 解散の場合を 除き 、 理事がその

清算人と なる 。 ただし 、 社員総会の議決によ っ て理

事以外の者を 選任する こ と ができ る 。  

２   清算人は、 前条第１ 項第３ 号及び第５ 号に掲げる

事由によ っ て本社団が解散し た場合には、 神奈川県

知事にその旨を 届け出なければなら ない。  

３   清算人は、 次の各号に掲げる 職務を 行い、 又、 当

該職務を 行う ために必要な一切の行為を する こ と が

でき る 。  

( 1)   現務の結了 

( 2)   債権の取立て及び債務の弁済 

( 3)   残余財産の引渡し  

 

（ 残余財産）  

第 38 条  本社団が解散し た場合の残余財産は、 合併

及び破産手続開始の決定によ る 解散の場合を 除き 、

次の者から 選定し て帰属さ せる も のと する 。  

( 1)   国 

( 2)   地方公共団体 

( 3)   医療法第 31 条に定める 公的医療機関の開設

者 

( 4)   郡市区医師会又は都道府県医師会（ 一般社団

法人又は一般財団法人に限る 。 ）  

( 5)   財団医療法人又は社団医療法人であ っ て 持分

の定めのないも の 

 

（ 合併）  

第 39 条 本社団は、 総社員の同意がある と き は、 神

奈川県知事の認可を 得て、 他の社団医療法人と 合併

する こ と ができ る 。  

 

（ 新設）  

 

 

 

第９ 章  雑  則 

 

（ 公告の方法）  

第 40 条  本社団の公告は、 官報（ 及び○○新聞） に

よ っ て行う 。  
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（ 例３ ） 法令に定めがあ る 場合を 除き 、 電子公告（ ホ

ーム ページ） によ っ て行う 。  

（ 例３ の場合）  

２   事故その他やむを 得ない事由によ っ て前項の電子

公告を する こ と ができ ない場合は、 官報（ 又は○○

新聞） に掲載する 方法によ っ て行う 。  

 

（ 削除）  

 

 

 

（ 他法と の関係）  

第 51 条  こ の定款に定めがない事項については、 医

療法、 民法その他の法令によ る 。  

 

（ 施行細則）  

第 52 条  こ の定款の施行細則は、 理事会及び社員総

会の議決を 経て定める 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 施行期日）  

第 41 条  こ の定款は、 神奈川県知事の認可の日よ り

施行する 。  

 

（ 他法と の関係）  

第 42 条  こ の定款に定めがない事項については、 医

療法、 民法その他の法令によ る 。  

 

（ 施行細則）  

第 43 条  こ の定款の施行細則は、 理事会及び社員総

会の議決を 経て定める 。  
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Ⅷ 議事録記載例 
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診療所増設等の場合の記載例 

 

医 療法人○○会臨 時社員 総会議事録  

 

１   日  時      年  月  日       時  分～      時  分 

２   場  所  神奈川県○○市○○町〇丁目〇番〇号 

医療法人○○会 会議室 において  

３   社員の現在数及び氏名 

      （ 社員の現在数〇名）  

       ○○ ○○    ○○ ○○    ○○ ○○ 

       ○○ ○○    ○○ ○○     

４  出席し た社員数及び氏名 

      （ ○名出席）  

       ○○ ○○    ○○ ○○    ○○ ○○ 

       ○○ ○○    ○○ ○○ 

５  出席し た理事及び監事の氏名 

       理事 ○○ ○○    ○○ ○○    ○○ ○○ 

       監事 ○○ ○○ 

６  議事録作成者 

       ○○ ○○ 

 

  

  定款第○条の規定に基づき 必要な定足数に達し たこ と を確認し 、 定款第○条の規定に基づ

き 、 ○○ ○○が議長に選任さ れ、 議事に入った。  

 

第１ 号議案  新規診療所開設の件 

議長○○ ○○は発言し 、 次のと おり 新たに診療所を開設し たい旨述べたと こ ろ、 全員異

議なく こ れを承認し 、 本案は可決さ れた。  

 

①開設予定場所 

 神奈川県○○市○○町〇丁目〇番〇号 

②診療所の名称 

 医療法人○○会○○診療所 

③開設予定時期 

 〇年〇月〇日 
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第２ 号議案  賃貸借契約締結の件 

議長は発言し 、 第 1 号議案の承認に伴い、 次のと おり 賃貸借契約を締結する 必要がある 旨

述べたと こ ろ、 全員異議なく こ れを承認し 、 本案は可決さ れた。  

 

①賃貸人の名称  

株式会社○○ 

  ②物件所在地 

   神奈川県○○市○○町〇丁目〇番〇号 

   

第３ 号議案  役員定数変更の件 

議長は、 事業の拡大に伴い、 役員定数を現行の「 ○名以上〇名以内」 から 「 〇名以上〇名

以内」 に変更し たい旨述べたと こ ろ、 全員異議なく こ れを承認し 、 本案は可決さ れた。  

 

第４ 号議案  定款の一部変更の件 

議長は、 第１ 号議案及び第３ 号議案の承認及び医療法改正に対応する ため、 別紙新旧条文

対照表のと おり 、 定款を一部変更する 必要がある 旨述べたと こ ろ、 全員異議なく こ れを承認

し 、 本案は可決さ れた。  

 

第５ 号議案  新規診療所の管理者及び理事選任の件 

議長は、 第１ 号議案の承認に伴い、 新規診療所の管理者と し て○○ ○○氏を選任し 、 ま

た○○ ○○氏は現在当法人の理事ではないため、 定款第〇条の規定に基づき 、 当法人の理

事と し て選任する 必要がある 旨述べたと こ ろ、 全員異議なく こ れを承認し 、 本案は可決さ れ

た。  

なお、 ○○ ○○氏はこ の定款変更認可申請が神奈川県知事に認可さ れた後、 診療所開設

日をも って、 理事就任と なる こ と を承諾し た。  

 

第６ 号議案  法人の事業計画及び予算の変更設定の件 

議長は、 新規診療所の開設計画に伴い、 本年度の事業計画及び予算明細を別紙のと おり 変

更し たい旨述べたと こ ろ、 全員異議なく こ れを承認し 、 本案は可決さ れた。  

 

第７ 号議案  議事録署名人選任の件 

議長は、 定款第○条の規定に基づき 、 議事録署名人を選任する 必要がある 旨述べ、 一同に

諮ったと こ ろ、 ○○ ○○氏が選任さ れ、 ○○ ○○氏はこ れを承諾し た。  
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本日の決議を確認する ため、 議長及び議事録署名人が記名押印する 。（ 注１ ）  

 

 

 

                  議長     ○○ ○○     ○印  

                   

議事録署名人     ○○ ○○     ○印  

 

 

 

※ 本議事録は参考例です。  

こ れに準じ て議事の経過の概要及び結果を明確に記載し てく ださ い。  

 

注 1 法人の現行定款に基づき 、 記名押印、 署名（ 捺印）、 又は電子署名を行ってく ださ い。  
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役員改選等の場合の記載例 

 

医 療法人○○会定 時社員 総会議事録  

 

１   日  時      年  月  日       時  分～      時  分 

２   場  所  神奈川県○○市○○町〇丁目〇番〇号 

医療法人○○会 会議室 において  

３   社員の現在数及び氏名 

（ 社員の現在数○名）  

       ○○ ○○    ○○ ○○    ○○ ○○ 

       ○○ ○○    ○○ ○○     

４  出席し た社員数及び氏名 

      （ ○名出席）  

       ○○ ○○    ○○ ○○    ○○ ○○ 

       ○○ ○○    ○○ ○○ 

５  出席し た理事及び監事の氏名 

       理事 ○○ ○○    ○○ ○○    ○○ ○○ 

       監事 ○○ ○○ 

６  議事録作成者 

       ○○ ○○ 

 

  

  定款第○条の規定に基づき 必要な定足数に達し たこ と を確認し 、 定款第○条の規定に基づ

き 、 ○○ ○○が議長に選任さ れ、 議事に入った。  

 

第１ 号議案  ○年期決算承認の件 

議長○○ ○○は発言し 、 ○年期（ ○年○月○日から ○年○月○日） 決算について監事○

○ ○○に説明を求めた。  

監事○○ ○○は財産目録、 貸借対照表及び損益計算書等によ り 詳細に説明し 、 その承認

を求めたと こ ろ全員異議なく こ れを承認し 、 本案は可決さ れた。  

 

第２ 号議案  役員改選の件 

議長○○ ○○は発言し 、 ○年○月○日をも って現在の役員が任期満了を迎える ため、 そ

の改選について諮ったと こ ろ、 議長の指名に一任し たい旨動議があり 、 全員異議なく なく こ

れを承認し たため、 議長は次の者を理事及び監事に選任する 旨述べ賛否を諮ったと こ ろ満場
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一致でこ れを可決し 、 かつ被選任者も 全員こ れを 承諾し た。  

 

理事 ○○ ○○ 

理事 ○○ ○○ 

理事 ○○ ○○ 

理事 ○○ ○○ 

理事 ○○ ○○ 

監事 ○○ ○○ 

 

第３ 号議案  議事録署名人選任の件 

議長は、 定款第○条の規定に基づき 、 議事録署名人を選任する 必要がある 旨述べ、 一同に

諮ったと こ ろ、 ○○ ○○氏が選任さ れ、 ○○ ○○氏はこ れを承諾し た。  

 

 

本日の決議を確認する ため、 議長及び議事録署名人が記名押印する 。（ 注 1）  

 

 

 

                  議長     ○○ ○○     ○印  

                   

議事録署名人     ○○ ○○     ○印  

 

 

 

※ 本議事録は参考例です。  

こ れに準じ て議事の経過の概要及び結果を明確に記載し てく ださ い。  

 

注 1 法人の現行定款に基づき 、 記名押印、 署名（ 捺印）、 又は電子署名を行ってく ださ い。  
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医 療法人○○会理事会議 事録  

 

１   日  時      年  月  日       時  分～      時  分 

２   場  所  神奈川県○○市○○町〇丁目〇番〇号 

医療法人○○会 会議室 において  

３   理事及び監事の現在数及び氏名 

       ○○ ○○    ○○ ○○    ○○ ○○ 

       ○○ ○○    ○○ ○○     

４  出席し た理事及び監事の数及び氏名 

       ○○ ○○    ○○ ○○    ○○ ○○ 

       ○○ ○○    ○○ ○○ 

５  議事録作成者 

       ○○ ○○ 

 

  定款第○条の規定に基づき 必要な定足数に達し たこ と を確認し 、 定款第○条の規定に基づ

き 、 理事長○○ ○○が議長と なり 、 議事に入っ た。  

 

議案  理事長選任の件 

議長○○ ○○は発言し 、 理事長の選任について諮ったと こ ろ、 満場一致で次の者を選任

し 、 被選任者も こ れを 承諾し た。  

 

理事長 ○○ ○○ 

 

本日の決議を確認する ため、 出席し た理事及び監事が記名押印する 。（ 注１ ）  

 

                  理事     ○○ ○○     ○印  

 

 理事     ○○ ○○     ○印  

 

                  理事     ○○ ○○     ○印  

 

                  理事     ○○ ○○     ○印  

                   

監事     ○○ ○○     ○印  
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※ 本議事録は参考例です。  

こ れに準じ て議事の経過の概要及び結果を明確に記載し てく ださ い。  

 

注 1 法人の現行定款に基づき 、 記名押印、 署名（ 捺印）、 又は電子署名を行ってく ださ い。  


